
 
 

調査活動に関する決議 

 

 

 

１．ミナミマグロ保存委員会外部科学者による、科学的漁獲コンポーネントを含むミナミ

マグロ科学調査プログラムの開発（２０００年１１月１６日―１８日特別会合において採

択された） 

 

２．ＣＣＳＢＴの枠組み内における調査割当量（ＲＭＡ）（２０００年１１月１６日－１８

日特別会合において採択された） 



付託事項 
 
提案されたＳＲＰに関する報告書は、適切な検討に付されなければならず、しかも、以下

のものに限定されない。 
 
・ ＳＲＰが取り扱う委員会の資源評価における主要な不確実性の確認、及び選択の基礎。 
・個々の調査サブプログラム、及びそれらが取り扱う不確実性の確認及び評価。 
・ＳＲＰの各構成要素のための必要条件の報告。 
・最初の年で得られる結果に基づく改訂手続き。 
・２年間の終わりにおけるＳＲＰの評価基準及びプロセス。 
 
ＳＲＰの個々の調査プロジェクトは、以下のような適切な検討に付されなければならず、

しかも、それに限定されない。 
 
・調査／試験計画 
・サンプル規模の必要条件を含む収集されるデータ 
・データを分析するために提案された方法、及び、適切な場合には、期待され     
 る精度のレベル（すなわち、ＣＶs） 
・その結果がどの様に資源評価に統合され、また、それらがどの様にそのプロ 
 セスに貢献するか。 
・資源及び実行の必要条件（海域、期間、データ収集手続き、船団展開条件等） 
・適切であれば、必要な漁獲量及び漁獲尾数の見積もり（例えば、漁獲及び／ 
 又は標識放流） 
・オブザーバーの捕捉レベルを含む証明手続き 
・現場調査及びデータ収集構成要素を実施するために求められる人材 
・結果の分析及びピュアレビューのための手続き（例えば、作業部会） 
 
外部科学者、各国の科学者、行政官及び業界は、各年／期間の終わりに会合を持ち、進捗

状況をレビューし、また必要と思われる変更点を実施する勧告に関する報告書を委員会に

提出する。 
 
 
報告 
 
外部科学者は、締約国間で早急な周知のため、また２００１年３月に開催される科学委員

会での議論のため、２００１年２月中旬までに、ＣＣＳＢＴ事務局に、彼らの報告書の草

案を提出する。 
 
科学委員会へ提出する外部科学者の報告において、外部科学者は、全会一致で合意された

報告を科学委員会に提示することに努力する。 
 
決定手続き 
 
外部科学者の報告が、科学委員会で議論される場合、その報告書の委員会への提出に関連

する、以下の意思決定手続きが適用される。 
 
(a) 仮に、外部科学者が、科学委員会に全会一致の報告書を提示するか、又は４対１の多数

決で採択され報告書を提示する場合、 
 
 



 
(i)科学委員会のメンバー、外部科学者は、その報告が科学委員会の報告書として委員会に送

られるように、討議の後、その報告書又は修正報告書において合意に達するようにしなけ

ればならない。 
 
(ii)仮に、科学委員会のメンバー及び外部科学者間で合意が得られない場合、その時は、外

部科学者の全会一致の報告書又は多数決の報告書が、おそらく異議の選択肢を添付した科

学委員会の報告書として、委員会に提出される。 
 
 
(b) 仮に、外部科学者が（ａ）の状況以外の報告書を提示した場合、 
 
(i) 科学委員会のメンバー及び外部科学者は、科学委員会の報告書として委員会に送るよう

に、報告書において合意に達するようにしなければならない。 
 
(ii) 仮に、科学委員会で合意に達しない場合、その時は、IATTC 及び ICCAT の科学委員会

に、外部科学者に与えられた付託事項に従って、SRP 報告書の最終的な内容を検査し、

決定することを依頼する。SRP の作業を実行する科学委員会のメンバーであるＣＣＳＢ

Ｔ締約国の国民は、その作業に参加すべきでない。その後、その関連する科学委員会の

報告書は、みなみまぐろ保存委員会の科学委員会の報告書として委員会に提示される。 
 
 
以上の手続きに従って提示された科学委員会の報告は、SRP に関する最終的な決定のため、

委員会での討議に付される。仮に、委員会が、合意に達しない場合、科学委員会から提示

された報告書が、委員会の決定になる。 
 



 
 
 

CCSBT の枠組み内における調査死亡割当量（RMA） 

 

 

 

締約国が、その保存及び最適利用のために、ミナミマグロ（SBT）の生物学的見識、資源状

況及び生態学的な見識を改善することは必要不可欠である。そのような情報の収集を促進

するために、「調査死亡割当量（RMA）」を創設することが適切である。 

 

RMA を利用することができる科学調査活動の指針は以下のとおりである。 

 

1. 以下のように、「商業的な操業」を含まない調査活動 
(1) 科学調査船（例えば、照洋丸）による幼生及び若齢魚の採取 
(2)ケージ又は音波探知での TS 測定のような調査によって捕獲された魚 
 

2. 以下のような、ミナミマグロを漁獲することを目的としない調査活動での偶発的な死亡 
(1) 標識放流調査（標識活動の間に死亡した魚） 
(2) 音響調査を実施中に、種の確認のために捕獲された魚 

 
3. 限られた調査スケールによるフィージビリティ調査研究 

         フルスケールの計画を立案する基礎を作るための研究 
 
ＲＭＡの総合計は、毎年 10トンを超えてはならず、また、合意された CCSBT科学調査計画の一部を

成すものである。 

 

RMA を利用する締約国は、調査活動実施前の検討に付すため、その目的及び予想される調査

死亡量のレベルを、委員会を通じて全ての締約国に提示する。 

締約国は、調査活動の結果、捕獲された正確な魚の数及びサイズに関する報告を科学委員

会に提示する。 

 

 




